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法令に違反した場合 － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
－ － － － － 教育委員会 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 
－ － － － － 

法令に違反した場合 － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 
－ － － － － 合  計 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 
－ － － － － 

 

 

 

 

 

第６章  職員の服務の状況 

 

１ 職務専念義務免除の概要 

職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力

のすべてをその職責遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために

勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければなりませ

ん。 

研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合等には、あらかじめ承

認を得れば、職務に専念する義務を免除される場合があります。 

 

２ 営利企業等への従事 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら

営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはで

きません。 

 

 




